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マイナンバー
カード

さらに便利に、使いやすく！

マイナンバーカードとは？

マイナンバーカードを取得するには？
交付時に市役所で受け取る方式（交付時来庁方式） 申請を市役所で行い郵送で受け取る方式（申請時来庁方式）

マイナンバー申請書用
の顔写真無料撮影
サービスを行います！

地方公共団体情報システ
ム機構（J-LIS）に申請 市民課窓口で申請 市で暗証番号を設定

ご注意いただきたいこと

本人限定受取郵便（特例
型）で送付

交付通知書が届いたら
市役所へ

　マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップが組み込まれたカードで、券面に
氏名、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真が表示されています。
　本人確認の身分証明書として利用できる他、カードに搭載されている電子証明を利用
して確定申告（e-Tax）などのサービスにもご利用いただけます。
　さらに、清瀬市では令和２年２月１日より、マイナンバーカードを使ってコンビニエン
スストアなどに設置されているキオスク端末（マルチコピー機）から、住民票の写しな
どの証明書を取得できる“コンビニ交付サービス”を開始します。

　ご本人が地方公共団体情報シス
テム機構（J-LIS）に、以下の（１）
～（３）いずれかの方法で申請し、
出来上がったカードを市役所で受
け取る方法です。
【申請方法】（１）郵送申請（※切手
不要の封筒を窓口にて配布）

（２）スマートフォンやパソコンから
（３）まちなかの専用証明用写真機
から（写真代は有料）
※各申請の手順は、マイナンバー
カ ー ド 総 合 サ イ ト

（ Ｕ https://www.
kojinbango-card.go.
jp/）をご確認くださ
い。

　完成したカードは、J-LISから
市へ送付されます。交付準備がで
きたら、市からご自宅へ「交付通
知書」（はがき）を送付しますので、
手元に届きましたら、下記「受け
取りに必要なもの」をお持ちのう
え、受付時間内に窓口へお越しく
ださい。【交付受付時間】平日午
前８時３0分～午後４時３0分、祝日
を除く土曜日午前８時３0分～正
午、午後１時～４時
【受け取りに必要なもの】本人確
認書類（※１）・通知カード・住民
基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・印鑑

　カード受け取りは原則ご本人がお越しください。申請者が
１5歳未満または成年被後見人の場合、必ず本人と一緒に法
定代理人が同行してください（法定代理人の方は、代理権が
確認できるものと本人確認書類〔※１〕をお持ちください）。

※カード受け取りは原則ご本人がお越しください。申請者
が１5歳未満または成年被後見人の場合、必ず本人と一緒
に法廷代理人が同行してください（法定代理人の方は、代
理権が確認できるものと本人確認書類をお持ちください。

　マイナンバーカードを利用して、
清瀬市が発行する証明書を、市内だ
けでなく、全国のコンビニエンスス
トアなどに設置されているキオスク
端末（マルチコピー機）から取得で
きるサービスです。土・日曜日、祝
日に関わらず、毎日午前６時３0分か
ら午後１１時までご利用いただける
予定です（令和元年８月１日現在）。

○住民票の写し（除票、改製原は除
　く）
○印鑑登録証明書（印鑑登録をされ
　ている方のみ）

○課税・非課税証明書
○戸籍全部・個人事項証明書（清瀬
　市が本籍地の方のみ）
○戸籍の附票の写し（清瀬市が本籍
　地の方のみ）

　全国のセブン-イレブン、ファミ
リーマート、ローソンなどキオスク
端末（マルチコピー機）を設置して
いる店舗

　午前６時３0分～午後１１時

　利用者証明用電子証明書が搭載さ
れたマイナンバーカードをお持ちの
方で、１5歳以上の方
※１5歳未満の方、成年被後見人、
支援措置を受けている方は、ご利用
いただけません。

コンビニ交付サービスが始まります

※J-LIS（地方公共団体情報シス
テム機構）＝地方公共団体が共
同で運営する組織。市区町村の
委託を受けてマイナンバーカー
ドを作成する。

注 意 事 項
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①

④

②

③

郵送、スマホやパソコン、まちなか
の専用証明用写真機などから交付申
請をします。お手元に申請書がない
場合や、申請書に記載された氏名・
住所が変わった場合は、市民課、松
山・野塩出張所で新しい申請書を取
得してください。

市役所窓口でカードを受
け取っていただきます。

マイナン
バーカー
ドを作成
・送付し
ます。

交付通知書（はが
き）を、申請者に
送付します。
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　本人が市民課窓口で申請し、本
人限定受取郵便（特例型）でカー
ドを受け取る方法です。
　下記「申請に必要なもの」をお
持ちのうえ、市民課窓口までお越
しいただき、申請を行っていただ
きます。申請時には、マイナンバ
ーカードに設定する暗証番号を書
類に記入していただきます。受付
した申請書は、市からJ-LISへ送
付します（申請書は市民課窓口で
用意します）。
【申請受付時間】平日午前８時３0分
～正午、午後１時～４時
【申請に必要なもの】本人確認書
類（※１）・通知カード（申請時に
回収します。紛失された方はこの
方法で申込めない場合がありま
す）・住民基本台帳カード（お持
ちの方のみ。申請時に回収します）
・印鑑・ご本人写真（無帽無背景
・サングラスなどで顔が隠れてい
ないもので、６か月以内に撮影、
縦４.5㌢×横３.5㌢のもの）
※証明用写真機（有料）は、市役
所入り口にもあります。

◆必ず「原本」を！
　複写したものでは受け付けできません。
◆1点でよいもの
　運転免許証、住民基本台帳カード、パスポ
ート、在留カードなど、公的機関発行の顔写

真付きかつ有効期限内のもの。
◆２点必要なもの
　健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金
証書、医療費受給者証など「氏名・生年月日」
または「氏名・住所」の記載があるもの。（氏

名は住民票上に記載されているとおりのも
の。例：住民票に「清瀬太郎」と記載。清瀬
太郎は○、キヨセタロウ、きよせたろう、KI
YOSE TAROUなどは×。） 【マイナンバーカード申請に関する問合せ】

市民課住民係☎0４２-４97-２0３7

　完成したカードはJ-LISから市
へ送付されます。届いたカードに、
市職員が暗証番号の設定処理を行
います。
　

　暗証番号処理を行ったカードを、
市から本人限定受取郵便（特例型）
でご本人の住所へ送付します。

❶本人確認書類と住所・氏名が住
民票と違っていたり、郵便物に転
送をかけていたりする場合、受け
取りできません。受け取りがなく
市役所へ戻ってしまった場合、再
送はできかねます。❷代理人によ
る申請はできません。❸申請者が
１5歳未満または成年被後見人の
場合、必ずご本人と一緒に法定代
理人が同行してください。法定代
理人の方は、代理権が確認できる
ものと本人確認書類（※１）をお持
ちください。

申請者

申請者

①

市民課窓口で申請をします。
申請時、暗証番号を決めてい
ただきます。

②

マイナンバーカードを
作成・送付します。

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

③

①の申請時に決めていただいた
暗証番号を市で登録後、申請者
に本人限定受取郵便（特例型）で
送付します。

本人限定受取郵便（特例
型）で送付されるので、
お受け取りください。

マイナンバーカード

表面 裏面

④

（ ※ 1） 本 人 確 認 書 類 に つ い て

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方を対象
に、カードの申請時に必要なご本人の証明写真を無
料で撮影し、申請書類の作成までをご案内します。
　申請を検討されている方は、ぜひこの機会をご利
用ください！
対清瀬市に住民登録のある方で、マイナンバーカー
ドを初めて作成される方 場市民課
【受付期間】８月１5日㈭から先着１00人
【受付時間】平日午前9時～正午、午後１時～４時
持マイナンバーカード申請書（お手元にない場合は
再発行いたします）、本人確認書類（※１）、印鑑
※申請時来庁方式での申請を希望される方は、左記
申請時来庁方式の【申請に必要なもの（写真以外）】
をお持ちください。

今がチャンス！

この機会に、ぜひ
マイナンバーカー
ドを取得してみま
せんか？

カード発行まで約1か月かかります。コンビ
ニ交付などの利用をご希望の方は、お早めに
申請してください。

コンビニ交付サービスとは

発行できる証明書の種類

利用時間帯

利用できる方利用できるコンビニエン
スストア等

令和2年
2月1日より

身分証明用に 確定申告に コンビニ交付に

カード交付

　申請

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

　申請
　申請書送付

本人限定受取
郵便（特例型）
で送付

愛称：マイナちゃん

　令和２年３月３１日をもって、市内３か所に設置されている自動交
付機は廃止となります。マイナンバーカードを作成のうえ、コン
ビニ交付サービスをご利用ください。


